
  

会議開催案内 

 

大船渡市教育委員会第６回定例会を次のとおり開催します。 

なお、この会議の傍聴を希望する者は、次に定める手続に従って傍聴するもの

とします。 

 

令和８年６月 15 日 

 

大船渡市教育委員会 

 

１ 開催日時 

  令和８年６月 24 日（水）午後２時 

２ 開催場所 

  大船渡市役所教育委員会会議室 

３ 議題 

  別紙のとおり 

４ 傍聴定員 

  ３名 

５ 傍聴の可否及び手続 

(1) この会議は、傍聴することができます。 

(2) 傍聴希望者は、会議開催日午後１時 25 分から午後１時 45 分までにお申し込

みの上、会議開始時刻の５分前までに開催場所へお越しください。 

 ※ 傍聴希望者が傍聴定員を上回った場合、抽選で傍聴者を決定します。  

６ 問合せ先（傍聴の申込先） 

  大船渡市教育委員会事務局教育総務課 

  電話 0192－27－3111（内線 297） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

（別紙） 

付議案件 

⑴ 令和８年大船渡市議会第２回定例会に提案する、教育に関する事務について

定める議会の議決を経るべき事件の議案の作成に係る臨時専決処理に関し

承認を求めることについて 

⑵ 文化財の指定解除に関し議決を求めることについて 

 

報告事項 

⑴ 令和８年大船渡市議会第２回定例会について 

⑵ 大船渡市立博物館特別展示事業（企画展）の実施について 

⑶ 大船渡市立博物館教育普及事業「水辺の生物観察会」の実施について 

⑷ 令和８年度気仙地区中学校総合体育大会の結果について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

○大船渡市教育委員会傍聴人規則（昭和 27 年 11 月 1 日教育委員会規則第 2 号） 

[抜粋] 

第 1 条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記し

た名刺、又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければ

ならない。 

第 2 条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴を許さない。 

(1) 酒気を帯びていると認められる者 

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者 

第 3 条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、

又は拒絶することができる。 

第 4 条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) みだりに傍聴席を離れること。 

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。 

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。 

(4) 飲食又は喫煙すること。 

(5) 帽子をかぶること。 

(6) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。 

第 5 条 傍聴人は、会議場において、撮影、録音等をしてはならない。ただし、

教育長の許可を得た場合は、この限りでない。 

第 6 条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたとき

は、速やかに退場しなければならない。 

第 7 条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。 


